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総務省・中央選挙管理会 



 

個人の政治献金に対する所得税の優遇措置について 

 

 個人が政治活動に関する寄附をした場合には、租税特別措置法に基づいて一定

の要件に該当するものは、所得税の優遇措置が受けられます。 

 この優遇措置は、参議院議員選挙の候補者に対して、選挙運動に関する寄附を

した場合にも、一定の要件に該当すれば適用されます。 

 以下、この優遇措置の内容等について、参議院比例代表選出議員選挙の候補者

（参議院名簿登載者）の場合を例にとって説明します。 

 

※この他、政党支部等の政治団体に対して、政治活動に関する寄附をした場合にも、一定の要件に

該当すれば、所得税の優遇措置が受けられます。 

 

第一 優遇措置の内容 

１ 所得控除の対象 

所得税の課税所得金額の計算の際にはさまざまな控除制度がありますが、

その一つとして「寄附金控除」という制度があります。候補者が行う選挙運

動に関して個人が行う寄附が、この寄附金控除の対象となる寄附金である「特

定寄附金」とみなされて所得控除の対象となるには、第二で述べる要件に該

当する必要があります。 

 

２ 寄附金控除の計算 

選挙運動に関する寄附に関して所得から控除される金額は、次の(1)の金額

から(2)の金額を差し引いた金額です。 

(1) その年中に支出した特定寄附金の額の合計額 

(2) ２千円 
 
 （注） （１）の金額（選挙運動に関する寄附金以外の特定寄附金がある場合には、それら

の金額も含めた合計額）は、所得金額の４０％相当額が限度となります。 

 

３ 確定申告 

寄附金控除を受けようとする場合には、確定申告をすることが必要です。 

 

第二 優遇措置を受けるための要件 

選挙運動に関する寄附が優遇措置の対象とされるためには、(1)寄附を受けた

候補者が一定の要件に該当すること、及び(2)候補者の選挙運動費用収支報告書

に寄附者の氏名などの寄附の内容が記載されることが必要です。 

 

 



１ 適用対象 

今回の参議院比例代表選出議員選挙の候補者として、公職選挙法第 86 条の

3 の規定により届け出られた参議院名簿に登載されている者が行う選挙運動

に関してなされた寄附（個人のした寄附に限る。）が対象となります。 

なお、平成３０年の公職選挙法の改正により導入された優先的に当選人と

なるべき候補者は、優遇措置の対象外となります。 

 

２ 報告義務 

優遇措置を受けるためには、公職選挙法第 189 条の規定による選挙運動費

用収支報告書に寄附をした者の氏名、住所、職業、寄附の金額及び年月日が

記載されて報告されることが必要です。 

したがって、候補者は、寄附者が所得税の優遇措置を受けようとする場合

は、金額のいかんを問わず、寄附の内訳を１件ごとに報告しなければなりま

せん。 

なお、選挙運動費用収支報告書は提出の期限が定められていますので、こ

の期限内に報告書を提出しなければなりません。 

 

３ 適用除外 

上記の要件に該当する場合であっても、次の場合には対象とならないので

注意してください。 

(1) 政治資金規正法の規定に違反するもの 

政治資金規正法では、寄附に関して一定の制限を課しています。 

例えば、個人の年間の寄附の総枠として、候補者や政治団体（政党及び

政治資金団体を除く。）に対してなされるものについては年間１，０００万

円の限度額を設けています。 

また、個人が同一の候補者に対してする寄附については、年間１５０万

円までという個別制限が設けられています。 

さらに、他人名義や匿名の寄附も禁止されています。 

これらの制限を含め、政治資金規正法の規定に違反するものは、対象か

ら除かれます。 

(2) 寄附者に特別の利益が及ぶと認められるもの 

寄附者に特別の利益が及ぶと認められる場合には、対象から除かれます。

どのようなケースがこれに該当するかは、個々の事実関係に基づき、判断

されます。 

 

第三 手続 

寄附者が「特定寄附金」として寄附金控除を受けるためには、次のような手

続が必要となります。 



１ 候補者 

候補者は、寄附者が所得税の寄附金控除を受けようとする場合には、次の

ことに注意が必要です。 

(1) 「寄附金控除のための書類」の作成 

候補者は、あらかじめ別紙の書式に準じて「寄附金控除のための書類」

を作成してください。この書式のうち、「寄附を受けた個人」の欄には、そ

の候補者の氏名、住所を印刷しても差し支えありません。 

(2) 選挙運動費用収支報告書の提出と「寄附金控除のための書類」の提出 

選挙運動費用収支報告書を法定の期限内に提出するとともに、寄附をし

た者の氏名、住所、職業、寄附の金額及び年月日を、寄附の内訳として報

告書に記載することが必要です。 

選挙運動費用収支報告書の提出に際しては、「寄附金控除のための書類」

を添付し、選挙運動費用収支報告書に記載された内容と一致することにつ

いて中央選挙管理会の確認を受けることが必要です。 

(3) 「寄附金控除のための書類」を寄附者に交付 

「寄附金控除のための書類」については、(1)により提出を受けたものに

ついて、中央選挙管理会が選挙運動費用収支報告書と照合の上、確認印を

押して、提出した候補者に返還します。 

返還を受けた候補者は、すみやかにこの書類を寄附者に交付して、寄附

者が手続をとれるようにしてください。 

 

２ 寄附者 

(1) 確定申告 

寄附者は、寄附金控除を受けようとする場合には、税務署に対してその

旨の確定申告を行わなければなりません。 

(2) 添付書類 

確定申告の際には、候補者から「寄附金控除のための書類」の交付を受

けて、これを確定申告書に添付することが必要です。 

この書類には、中央選挙管理会の確認印が押されています。 

   （注） 確定申告をするときまでに「寄附金控除のための書類」が間に合

わない場合は、この書類に代えて、寄附金の受領証の写しを添付し

て確定申告し、後日、この書類が交付され次第速やかに所轄税務署

に提出してください。 



（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「書類」とは、「寄附金控除のための書類」である。 
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候 補 者 

 

税 務 署 

①  寄  附 



別 紙 

 

 

  寄附金控除のための書類 

 

 

 

 

 この寄附金は、公職選挙法第 189 条の規定による報告書により報告されたものです。 

 

 

（寄附をした者） 

氏 名  

住 所  

寄 附 金 の 額 
 百万 十万 万 千 百 十 円 

        

寄 附 年 月 日 令和  年  月  日 

 

 

（寄附を受けた個人） 

公 職 の 候 補 者 

(1) 公職の候補者の氏名  

(2) 上記(1)の者が立候補した

選挙名及び立候補年月日 

参 議院比例 代表選 挙 

令和  年  月  日 

住 所  

 

 

（寄附の内訳） 

年月日 金額 年月日 金額 年月日 金額 

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

 

※ この書類は、所得税の確定申告において寄附金控除の適用を受ける際に必要になりま

すので、大切に保管しておいてください。 

 

 

（確認欄） 



記載例 １      ＊寄附日が２以上に渡る場合   

 

別 紙 

 

 

   寄附金控除のための書類 

 

 

 

 

 この寄附金は、公職選挙法第 189 条の規定による報告書により報告されたものです。 

 

 

（寄附をした者） 

氏 名 甲 野 一 郎 

住 所 東京都千代田区○○町○－○－○ 
寄 附 金 の 額  百万 十万 万 千 百 十 円 

\ １ ２ ０ ０ ０ ０ ０ 

寄 附 年 月 日 令和  年  月  日 

 

 

（寄附を受けた個人） 

公 職 の 候 補 者 

(1) 公職の候補者の氏名 北 海 一 子 
(2) 上記(1)の者が立候補した

選挙名及び立候補年月日 

参 議 院 比 例 代 表 選 挙 

令和７年 ○ 月 ○ 日 

住 所 東京都港区○○町○－○－○ 

 

 

（寄附の内訳） 

年月日 金額 年月日 金額 年月日 金額 

７・○・○ 600,000 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

７・○・○ 300,000 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

７・○・○ 300,000 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

※ この書類は、所得税の確定申告において寄附金控除の適用を受ける際に必要になりま

すので、大切に保管しておいてください。 

（確認欄） 

戸籍上の氏名を記載 

公示日を記載 

この枠内は、事前

に印刷しておく

ことも可能です。 

必ず記載 



 記載例 ２       ＊寄附日が１日のみの場合   

 

別 紙 

 

 

   寄附金控除のための書類 

 

 

 

 

 この寄附金は、公職選挙法第 189 条の規定による報告書により報告されたものです。 

 

 

（寄附をした者） 

氏 名 甲 野 一 郎 

住 所 東京都千代田区○○町○－○－○ 
寄 附 金 の 額  百万 十万 万 千 百 十 円 

\ １ ２ ０ ０ ０ ０ ０ 

寄 附 年 月 日 令和７年 ○ 月 ○ 日 

 

 

（寄附を受けた個人） 

公 職 の 候 補 者 

(1) 公職の候補者の氏名 北 海 一 子 
(2) 上記(1)の者が立候補した

選挙名及び立候補年月日 

参 議 院 比 例 代 表 選 挙 

令和７年 ○ 月 ○ 日 

住 所 東京都港区○○町○－○－○ 

 

 

（寄附の内訳） 

年月日 金額 年月日 金額 年月日 金額 

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

※ この書類は、所得税の確定申告において寄附金控除の適用を受ける際に必要になりま

すので、大切に保管しておいてください。 

（確認欄） 

この枠内は、事前

に印刷しておく

ことも可能です。 

戸籍上の氏名を記載 

公示日を記載 

必ず記載 


